
令和５年 １０月 １８日 

郡 市 区 等 医 師 会  御中 

 

大 阪 府 医 師 会  

  （ 公 印 省 略 ） 

 
 

令和５年度「団体経由産業保健活動推進助成金」の見直しについて 

 
 

平素より産業保健活動の推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、別添のとおり、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健

支援室長より日本医師会宛に、周知協力依頼がありました。 

独立行政法人労働者健康安全機構では、令和 5 年 4 月 21 日から「団体経由産業保健活動

推進助成金」を実施しているところです。 

今般、同助成金をより使いやすいものとするために、10 月 1 日より別添の通り、同助成

金の助成率や助成上限額、助成対象が変更となりました。 

具体的には、事業主団体が傘下の中小企業等に対して、医師等による健康診断結果の意見

聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等の産業保健サービスを提供する費用・事務

の一部を委託する費用の総額の 90％（上限 500 万円（一定の要件を満たした団体は 1,000 万

円）を助成することになりました。 

また、交付申請手続きの期限は令和 5 年 12 月 28 日まで延長されています。本件の詳細

及び同助成金による取組事例については、労働者健康安全機構のホームページ

（https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx）に掲載されています。 

貴会におかれましても、本件主旨をご理解の上、会員への周知方につきまして、ご高配を

賜わりますようお願い申し上げます 

 

 

 

 

 

 

●令和５年度「団体経由産業保健活動推進助成金」の見直しについて 

 https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/kenko1/2023ken1_1270.pdf 

 

※ユーザー名とパスワードでのログインが必要です。 

ユーザー名：会員 ID（日医刊行物送付番号）の 10桁の数字（半角で入力）です。 

       宛名シール下部に印刷されている 10桁の数字です。 

パスワード：生年月日の「西暦の下 2桁、月 2桁、日 2桁」を並べた 6桁の数字で 

      す（半角入力） 

 

 

 

 

 

※事務局：地域医療 1課 堀田（TEL 06-6763-7012・FAX 06-6766-2875） 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx
https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/kenko1/2023ken1_1270.pdf

